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納付猶予 ①学生
納付特例

②法定
免除

③産前
産後免除 未納

受給資格期間に
算入されるか？

○
されます

○
されます

△
されます

○
されます

○
されます

○
されます

○
されます

×
されません

年金額に反映
されるか？

○
されます

○
2分の1が

反映されます

△
免除割合に応じて
反映されます

×
されません

×
されません

○
2分の1が

反映されます

○
されます

×
されません

受
診
期
間 

　

7
月
1
日
㈬
～
11
月
30
日
㈪

※�

75
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
か
た
は

誕
生
日
の
前
日
ま
で
で
す
。

自
己
負
担
額 

無
料

そ
の
他

 

国
民
健
康
保
険
の
特

定
健
診
を
受
診
せ
ず
に
、
会
社
な

ど
の
健
康
診
査
や
自
身
で
人
間

ド
ッ
ク
を
受
診
さ
れ
る
か
た
は
、

健
診
結
果
を
市
民
課
へ
提
出
し
て

　

糖
尿
病
な
ど
の
生
活
習
慣
病
の

早
期
発
見
と
健
康
管
理
の
た
め
、

特
定
健
康
診
査
お
よ
び
後
期
高

齢
者
健
康
診
査
を
７
～
11
月
の

期
間
で
実
施
し
ま
す
。
年
に
一
度

の
大
切
な
健
康
診
査
で
す
。
現

在
通
院
中
の
か
た
も
、
治
療
の
検

査
で
は
見
つ
か
ら
な
い
異
常
が
健

康
診
査
で
発
見
さ
れ
る
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
、
か
か
り
つ
け
医
に

相
談
の
う
え
、
ぜ
ひ
受
診
し
て
く

だ
さ
い
。

〇
特
定
健
康
診
査

対
象
者 

国
民
健
康
保
険
加
入

者
で
、
年
度
内
に
40
～
74
歳（
一

部
75
歳
）に
な
る
か
た

受
診
方
法 

予
約
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
受
診
の
前

に
医
療
機
関
へ
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

持
ち
物 

マ
イ
ナ
保
険
証
ま
た

は
資
格
確
認
書
な
ど
、
受
診
券
、

質
問
票

※�

受
診
券
な
ど
は
6
月
末
に
送
付
し
ま

す
。
鳥
羽
市
国
民
健
康
保
険
事
業
の

人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
す
る
か
た
に
は

受
診
券
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

く
だ
さ
い
。

　

一
人
で
も
多
く
の
か
た
に
受
診

し
て
も
ら
う
た
め
、
過
去
の
健
診

結
果
を
分
析
し
、
受
診
勧
奨
通
知

を
送
付
し
ま
す
。
ま
た
、
受
診
が

確
認
で
き
な
い
か
た
に
は
、
市
が

委
託
し
た
ジ
ェ
イ
エ
ム
シ
ー(

株)

か
ら
電
話
を
か
け
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

〇
後
期
高
齢
者
健
康
診
査

対
象
者 

8
月
末
ま
で
に
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者
と

な
る
か
た

受
診
券
の
送
付

 

受
診
券
は
、

三
重
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
か
ら
6
月
下
旬
に
送
付
し
ま

す
。
た
だ
し
、
75
歳
の
誕
生
日
を

5
～
7
月
に
迎
え
る
か
た
は
8
月

中
旬
に
、
8
月
に
迎
え
る
か
た
は

9
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

自
己
負
担
額 

無
料

※�

受
診
方
法
・
持
ち
物
・
受
診
期
間
に

つ
い
て
は
、
特
定
健
康
診
査
と
同
様

で
す
。

国
民
健
康
保
険
特
定
健
康
診
査
・

国
民
健
康
保
険
特
定
健
康
診
査
・

後
期
高
齢
者
健
康
診
査
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
健
康
診
査
に
つ
い
て

三
重
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合　
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経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年

金
の
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
に
は
、
申
請
を
し
て

認
め
ら
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が

免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。

◦
全
額
免
除
・
一
部
免
除
制
度

◦
納
付
猶
予
制
度

　
表
の
よ
う
に
、
保
険
料
の
免
除

が
認
め
ら
れ
る
と
、
一
定
の
割
合

で
将
来
の
年
金
額
に
反
映
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、免
除
・
猶
予
期
間
は
、

納
付
し
た
期
間
と
同
様
に
年
金
を

受
給
す
る
と
き
に
必
要
な
受
給
資

格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
一
部
免
除
の
場
合
は
、
減
額

さ
れ
た
保
険
料
を
納
付
し
て
い
る

こ
と
が
必
要
で
す
。（
※
１
）

　

将
来
受
け
取
る
年
金
額
を
補
う

た
め
に
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
免

除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
た
保
険
料
を

後
か
ら
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す

が
、
２
年
を
過
ぎ
る
と
加
算
額
が

つ
き
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま

放
置
す
る
と
、
将
来
の
老
齢
基
礎

年
金
や
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
障

※�①②③はその他の免除申請です。くわ
しくは、右記二次元コードより確認し
てください。

害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年
金
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。
納
付
が
困
難
な
と

き
は
各
種
申
請
を
し
ま
し
ょ
う
。

※�

日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

は
、
国
民
年
金
制
度
に

つ
い
て
の
動
画
を
掲
載

し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、

ご
覧
く
だ
さ
い
。

①学生免除 ②法定免除 ③産前産後免除

保険料免除などと年金給付の関係

日本年金機構
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